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様式の変更なし 

 

 

 

 

  これまでは、毎年度様式を変更してきておりましたが、令和５年度は様式の変更がありませ

ん。 

 

 ※ただし、活動期間原則５年に１度の提出となっている様式第１－１号 事業計画の認定申請書は変

更あり。 

 

 

安全管理の徹底について 

 

１．多面的機能支払交付金の共同活動中に発生した事故件数の推移 

年度 事故発生件数 取組組織数（参考） 

平成 26年度 15 24,885 

平成 27年度 19 28,145 

平成 28年度 42 29,079 

平成 29年度 46 28,290 

平成 30年度 47 28,348 

令和元年度 55 26,618 

令和 2年度 116 26,233 

令和３年度 161 26,258 

令和４年度 160 ― 

 

２．令和４年度に発生した事故の状況 

 ・令和４年度に多面的機能支払交付金の共同活動中に発生した事故は、160件の報告があり、前年度の

総報告件数と比べほほ横ばいとなっている。 

 ・作業場所の危険確認及び周囲の状況確認等を行っておらず、転倒・転落が原因で起きた事故が多く見

受けられた。 

 ・令和４年度は死亡事故が４件（うち、活動中のもの１件）発生している。 

  （参考）過去の死亡事故発生件数 

      令和元年度：４件、令和２年度：１件、令和３年度：３件 

 ・事故の発生場所としては、水路（54%）が最も多く、農道（17%）、農用地（14%）の順で多くなってい

る。 

 ・事故が発生した活動としては、草刈り（62%）が最も多い。 

 ・事故の原因としては、転倒・転落（44%）が最も多く、草刈機等との接触（21%）が次いで多くなって

事 務 局 か ら の お 知 ら せ 
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適切な組織運営の徹底について 

いる。 

 ・被災者が保険に加入していなかった事故は４件あった。 

 

３．今後の対応 

  これまで作業安全対策について注意喚起してきたところであるが、上記の

とおり活動中の事故は高止まりの状況が続いており、昨年度は、ため池に転落

して死亡事故も発生しています。 

  こうした中、４月から共同活動が活発になってくることから、作業時におけ

る事故の防止および第三者への安全確保に努めるよう、今一度、安全管理の徹

底をお願いします。（協議会のホームページに「多面的機能支払交付金共同活

動の安全のしおり」を掲載しておりますのでご活用下さい）。 

 

 

 

 

１．多面的機能支払交付金に係る疑義案件の主な内容 

 ・最近の疑義案件の内容としては、組織における合意形成やチェック体制が不十分であることから交

付金返還などに繋がっている。 

 ・疑義情報は構成員や役員等内部の者の通報により発覚するほか、周辺住民から情報が寄せられる場

合もある。  

 

２．活動の適正な実施について 

 ・組織における合意形成不足により、周辺住民等から疑義を持たれて通報され

るケースが相次いでおり、役員及び構成員等の意思疎通や合意形成が十分に

行われるよう一層の周知が必要である。 

 ・「円滑な組織運営のためのポイント」を活用し、すべての組織において構成員

の合意形成のもとで活動を行うなど、円滑な組織運営を行って下さい（協議

会のホームページに「円滑な組織運営のためのポイント」を掲載しておりま

すのでご活用下さい）。 

 

 

三重県農地・水・環境保全向上対策協議会のホームページに様式等の最新情報を随時掲載 

しておりますので参考にして下さい。 

         投稿先  〒５１４－０００６  津市広明町３３０番地  

三重県農地・水・環境保全向上対策協議会 

TEL 059-226-4825 

FAX  059-225-7332 

 

 

 

 


